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佐用町規則第６号

佐用町上月体育館条例施行規則の一部を改正する規則

佐用町上月体育館条例施行規則（平成17年佐用町規則第141号）の一部を次のよ

うに改正する。

第８条を第10条とし、第７条を第９条とし、第６条を第８条とする。

第５条中「様式第２号」を「様式第４号」に改め、同条を第７条とする。

第４条中「様式第１号」を「様式第３号」に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

第４条を第６条とし、第３条の次に次の２条を加える。

（行為許可の申請）

第４条 条例第４条の規定により公園施設を使用する者は、行為許可申請書（様式

第１号）を使用日の２日前までに町長に提出しなければならない。

（行為許可）

第５条 町長は、前条の行為許可申請書を受理したときは、施設の状態又はその他

正当な理由により許可しない場合を除き、速やかに行為許可書（様式第２号）を

交付するものとする。

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。



様式第１号（第４条関係）



様式第２号（第５条関係）

様式第２号の次に次の２様式を加える。



様式第３号（第６条関係）



様式第４号（第７条関係）

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。


